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環境都市・新宿として 
「ごみ半減・リサイクル倍増」を実現しましょう 

　今回策定した新宿区一般廃棄物処理基本計画では、10年

後にごみを半減し、リサイクルは倍増する目標を掲げました。

この目標達成は容易なことではありませんが、区の基本目

標の一つである「持続可能な都市と環境を創造するまち」

の実現に向けては、区民、事業者、行政がそれぞれの責任

と役割でごみの減量や環境への負荷を抑える取り組みを進

めていくことが不可欠です。その意味から、「ごみ半減・

リサイクル倍増」が30万区民の合言葉となって、環境都市・

新宿が実現するようにと考えています。 

　さて、清掃事業は、平成12年度の都区制度改革の象徴的事業として23区に移管され

ました。このため、移管当時に策定された平成12年度から平成23年度までを計画期間

とするこれまでの一般廃棄物処理基本計画は、主に東京都の計画を踏襲したものでした。 

　その後、国の廃棄物・リサイクル行政において、資源循環型社会形成の取り組みが

一層進み、各種法令の制定・改正が行なわれました。 

　前計画を策定した平成12年当時は、東京23区のごみ処理は自区内処理が原則とされ

ていましたが、区収集ごみ量の減少傾向を背景にして、清掃工場などの中間処理は共

同処理を原則とすることが確認され、新宿区においては清掃工場の建設計画が見直さ

れました。更に、最終処分場のひっ迫と資源の有効利用の観点から、20年度からの廃

プラスチックのサーマルリサイクル実施などが動き始めました。 

　新宿区はこれらの状況の変化を踏まえ、区内に清掃工場が所在しない区として、積

極的にごみ減量と資源化に取り組むため、新たに策定した新宿区基本構想や総合計画

と整合を図った、平成20年度からの10年間を展望した一般廃棄物処理基本計画を策定

したものです。 

　本計画の策定にあたっては、新宿区リサイクル清掃審議会の委員の方々をはじめ、

多くの区民の皆様から貴重なご意見をいただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 

　今後は、本計画のごみ減量目標の達成に向けて、区民、事業者の皆様と区が一丸と

なった資源循環型社会構築を目指す取り組みを進めていきますので、皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げます。 

 

　　　平成20年3月 

新宿区長 
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（1）基本的性格

（2）根拠法令等

（3）他の行政計画等との関係

（4）計画期間

1 計画の性格 
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他の行政計画等との関係 

循環型社会形成推進基本法・
同基本計画 

東京二十三区清掃一部事務組合 
一般廃棄物処理基本計画 

リサイクル・一般廃棄物処理
条例 

廃棄物処理法・基本的な方針 

資源有効利用促進法 

東京都廃棄物処理計画 

東京都廃棄物等埋立処分計画 

容器包装リサイクル法 

家電リサイクル法 

国 

区の条例 

関連自治体の計画 

区の計画 

その他各種関連法 

新宿区基本構想 

総 合 計 画  

環境基本計画 

一般廃棄物処理 

基本計画 

実行計画 

分別収集計画 一般廃棄物 
処理計画 

2 計画策定の背景 
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3 清掃事業の実施形態 

事　業　区　分 実　　施　　主　　体

ごみの収集・運搬 新宿区が実施する。

資源の回収
新宿区が実施する。

ただし、集団回収や販売店等による自主回収は除く。

可燃ごみの中間処理 23区が設置する清掃一部事務組合で共同処理する。

不燃ごみ等の中間処理 23区が設置する清掃一部事務組合で共同処理する。

最終処分
東京都が設置、管理する新海面処分場（現在使用中の中央防波堤外側埋立

処分場を含む。）を使用する。
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（1）区民の現況

1 区民・事業者の現況 

新宿区の人口の推移 （各年度内の1月1日現在）

年　度 平成12 13 14 15 16 17

日本人 264,512 265,592 268,101 270,542 273,596 275,771

外国人 24,149 26,582 28,116 29,143 28,272 29,765

総人口 288,661 292,174 296,217 299,685 301,868 305,536 307,415

30,337

277,078

18

動態別人口

区分

年次

総　数
（増減）

自　然　動　態 社　会　動　態

出　生 死　亡 増　減 社会増 社会減 増　減

平成14年
人

2,509
人

1,764
人

2,041
人

△277
人

29,598
人

26,812
人

2,786

15 2,441 1,788 2,211 △423 30,089 27,225 2,864

16 3,054 1,890 2,161 △271 30,483 27,158 3,325

17 2,175 1,873 2,290 △417 29,955 27,363 2,592

18 1,307 1,963 2,306 △343 28,998 27,348 1,650

平成12 13 14 15 16 17 18年度 

（人） 

0

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

外国人 日本人 
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住民基本台帳の世帯数の構成員数別の推移 （各年度内の1月1日現在）

年　度 平成12 13 14 15 16 17 18

1人世帯 84,019 86,218 88,650 91,146 94,236 96,905 99,392

2人世帯 28,604 28,934 29,644 30,092 30,669 31,136 31,306

3人世帯 16,258 16,397 16,609 16,699 16,734 16,817 16,845

4人世帯 12,652 12,418 12,132 12,005 11,887 11,626 11,412

5人世帯 3,652 3,497 3,397 3,280 3,139 3,053 2,948

6人以上世帯 893 823 769 748 730 699 664

世帯数合計 146,078 148,287 151,201 153,970 157,395 160,236 162,567

世帯当たり人員数
（平均）

1.81 1.79 1.77 1.76 1.74 1.72 1.70

外国人世帯数の推移 （各年度内の1月1日現在）

年　度 平成12 13 14 15 16 17 18

外国人世帯数 19,237 21,432 22,956 24,000 23,035 24,097 24,667

夜間人口・昼間人口の推移 （各年10月1日）

※昼間人口は、国勢調査による

年　度 平成2 7 12 17

夜間人口 296,790 279,048 286,726 303,808

昼間人口 817,095 806,095 798,611 770,094

6人以上世帯 

5人世帯 

4人世帯 

3人世帯 

2人世帯 

1人世帯 

（世帯） 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

18年度 1716151413平成12

（千人） 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

昼間人口 

夜間人口 

17年度 127平成２ 
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（2）事業者の現況

産業大分類・従業者規模別事業所数及び従業者数 （平成16年6月1日現在）

規模別

産業大分類

事　　　業　　　所　　　数

従業者数
総　数

1～
4人

5～
9人

10～
29人

30～
49人

50～
99人

100～
299人

300人
以上

派遣・
下請け
のみ

所 所 所 所 所 所 所 所 所 人

34,392 17,217 7,708 6,326 1,430 909 553 198 51 544,900

サービス業 8,548 4,599 1,903 1,308 312 211 145 55 15 130,067

飲食店、宿泊業 7,424 3,595 1,754 1,635 300 107 22 9 2 74,210

卸売・小売業 6,546 3,150 1,545 1,325 237 148 89 32 20 94,356

不動産業 3,497 2,573 530 251 60 39 25 14 5 29,258

情報通信業 1,912 487 466 533 162 141 103 20 0 61,129

製造業 1,906 946 449 347 59 45 43 17 0 34,984

医療、福祉 1,348 640 389 225 42 23 18 8 3 19,840

建設業 1,334 532 357 283 71 38 39 13 1 28,740

その他 1,877 695 315 419 187 157 69 30 5 72,316

総　　数

資料：「事業所・企業統計」

事業用大規模建築物物件数 （平成19年4月1日現在）

年度
1,000m2以上
3,000m2未満

3,000m2以上
10,000m2未満

10,000m2以上 計

19 1,214件 462件 194件 1,870件

＊面積は延床面積
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（1）新宿区のごみ・資源の全体像

2 ごみ処理・資源回収の現況 

平成18年度実績 平成20年度以降 

図－1

資源回収 

（集団回収分含む） 

家庭から 

排出される 

ごみ 

事業所から 

排出される 

ごみ 

事業者から 

排出される 

資源 

事業者から 

排出される 

資源 

事業者から 

排出される 

資源 

資源 
（古紙、びん、缶、 
  ペットボトルなど） 

資源 
（古紙、びん、缶、 
  ペットボトルなど） 

不燃ごみ 

22,034トン 

可燃ごみ 

69,315トン 

持込ごみ 

96,136トン 

粗大ごみ1,984トン 粗大ごみ 

容器包装プラスチック 

不燃ごみ 

可燃ごみ 

持込ごみ 

図－2 図－3

新宿区の資源回収 
18年度20,844トン 

18年度 
93,333トン 

区
が
収
集
す
る
ご
み 

18年度 
96,136トン 

事
業
者
自
ら
処
理
す
る
ご
み 
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（2）区が収集するごみの現況

新宿区が収集するごみ量の推移 単位：t

種別/年度 平成元 2 3 4 5 6 7 8 9

可燃ごみ 152,676 151,871 150,179 144,804 141,621 134,063 125,177 115,177 104,257

不燃ごみ 48,322 47,229 48,528 46,890 44,071 38,503 34,076 30,538 25,510

粗大ごみ 3,492 3,476 3,478 3,177 3,187 2,891 2,847 2,645 2,424

計 204,490 202,576 202,185 194,871 188,879 175,457 162,100 148,360 132,191

種別/年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18

可燃ごみ 101,828 88,573 80,657 79,254 77,619 77,105 73,825 72,154 69,315

不燃ごみ 25,588 22,391 22,368 22,417 22,975 22,682 22,331 22,464 22,034

粗大ごみ 2,259 2,051 2,211 1,749 1,705 1,720 1,606 1,824 1,984

計 129,675 113,015 105,236 103,420 102,299 101,507 97,762 96,442 93,333

0

50

100

150

200

250

18年度 171615141312111098765432平成元 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

18年度 1716151413121110987

3,360 3,301 3,163 2,987 2,923
2,591 2,412 2,380 2,336 2,332 2,270 2,243 2,209

平成6

23区の区収集ごみ量の推移 

新宿区が収集するごみ量の推移 （千t） 

（千t） 

ご
み
量 

ご
み
量 

粗大ごみ 

不燃ごみ 

可燃ごみ 
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1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0
平成9 10 11 12 13 14 15 16 17 18年度 

一人1日当たりごみ量の推移（区収集ごみ量を区人口で割り返した数値） 

家庭ごみの組成（平成19年度までの分別区分での内訳） 

可燃（平均） 

不燃（平均） 

（平成19年度排出実態調査による） 

ご
み
量
（
g
／
人
） 

1,281 1,251

1,083

999 970
945

925
887 865

832

粗大ごみ 

不燃ごみ 

可燃ごみ 

ごみ袋　0.6％ その他不燃物　1.1％ 
プラスチック類　4.8％ 

その他の可燃物　7.7％ 

紙おむつ類　3.0％ 

繊維類　3.8％ 

草木類　3.6％ 

紙類　30.2％ 

厨芥類　44.8％ 

ごみ袋　1.8％ その他不燃物　7.0％ 

ガラス　8.7％ 

金属類　6.5％ 

陶磁器・石類　2.2％ 

ゴム・皮革類　3.7％ プラスチック類　49.6％ 

その他可燃物　5.6％ 

紙類　7.8％ 

厨芥類　7.3％ 
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粗大ごみ品目別実績数（18年度）

1位 2位 3位 4位 5位 6位～

品　　目 ふとん
いす

（応接用
いす以外）

自転車
（16インチ
以上）

衣装箱
（衣装
ケース）

箱物家具
（幅と高さ
の合計が
135cm以下）

その他 合計

収集点数 19,678点 10,016点 7,582点 6,167点 5,631点 112,853点 161,927点

家庭ごみの中に含まれる資源（平成19年度までの分別区分での内訳） 

可燃ごみのリサイクル対象物の割合 

不燃ごみのリサイクル対象物の割合 

（平成19年度排出実態調査による） 

※このグラフでの「リサイクル対象」のプラスチックは、ペットボトルと白色トレイです。また、ごみの
中には「リサイクル対象」の他、新分別方法では資源となる容器包装プラスチックが可燃ごみの中に
3.9％、不燃ごみの中に38.0％含まれています。 

紙製容器包装 6.0%

新聞・雑誌 10.9%

新聞・雑誌 1.5%

プラスチック 0.2%

プラスチック 6.8%

金属 0.0%

金属 4.0%

ガラス 0.0%

ガラス 7.4%

紙製容器包装 2.6%

リサイクル対象 
17.1％ 

リサイクル対象 
22.3％ 

容器包装プラスチック 
38.0％ 

容器包装プラスチック 
3.9％ 

リサイクル 
非対象 79.0%

リサイクル 
非対象 39.7%
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（3）一般廃棄物処理業者等が収集するごみの現況

新宿区内の事業所から排出される持込ごみ量の推移 単位：t

年　度 平成12 13 14 15 16 17 18

持込ごみ量 103,000 108,000 106,000 106,000 101,000 99,373 96,136

0

20

40

60

80

100

120

18年度 1716151413平成12

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

18年度 1716151413平成12

1,089
1,143 1,165 1,155 1,133 1,147 1,125

新宿区内の事業所から排出される持込ごみ量の推移 

23区の持込ごみ量の推移 

（千t） 

（千t） 

ご
み
量 

ご
み
量 

※持込ごみ：一般廃棄物処理業者等が収集する事業系ごみ。ここでの持込ごみ量は、大規模排出事業者のごみ排出状
況などをもとにして、23区全体の発生量から新宿区内の事業所が排出した量を推計したものである。
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（4）区が回収する資源及び資源集団回収の現況

新宿区の資源回収量の推移 単位：t

種別／年度 平成6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

集団回収 6,578 7,063 8,126 7,675 7,436 7,012 6,618 6,396 6,416 6,648 6,843 7,172 7,383

区

の

資

源

回

収

びん・缶 1,565 2,849 3,314 3,488 3,449 3,440 3,378 3,387 3,353 3,328 3,220 3,230 3,204

紙パック
213 163 24 30 28 32 34

13 12 11 10 9 9

乾電池 22 23 23 22 23 21

古　紙 6,366 12,483 12,265 11,909 11,094 9,867 9,536 9,418

白色トレイ 1

ペットボトル 82 147 224 257 289 338 366 418 408 809

小　計 1,778 3,012 3,338 3,600 3,624 10,062 16,152 15,976 15,635 14,822 13,537 13,206 13,461

計 8,356 10,075 11,464 11,275 11,060 17,074 22,770 22,372 22,051 21,470 20,380 20,379 20,844

＊1 古紙の集積所回収は、平成11年10月から実施。
＊2 白色トレイの回収は、平成18年6月から実施。
＊3 ペットボトルの店頭回収は、平成9年4月から実施。平成19年度からびん缶拠点に拡大。
＊4 端数処理のため、項目ごとの集計値が表中の合計値と合わない場合がある。

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

ペットボトル 
白色トレイ 
古紙 
乾電池 
紙パック 
びん・缶 
集団回収 

平成6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18年度 
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合計量として把
握。回収量の少な
い資源はグラフ上
は現れない。 
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集団回収実績 （単位：t）

種別／年度 平成6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

新聞紙 3,206 3,510 4,038 4,076 4,071 4,107 3,861 3,731 3,735 3,836 3,955 4,099 4,193

雑　誌 2,101 2,132 2,370 2,131 2,184 1,922 1,801 1,788 1,819 1,959 2,046 2,167 2,259

段ボール 797 915 1,152 951 685 507 479 457 449 460 479 560 580

紙パック 31 27 27 39 34 32 5 4 4 3 4 4 5

その他紙 204 236 278 250 244 245 276 238 235 217 189 166 171

紙類計 6,340 6,819 7,866 7,447 7,218 6,814 6,422 6,218 6,242 6,475 6,673 6,996 7,208

布　類 75 77 90 80 85 87 93 75 75 74 78 84 89

アルミ缶 78.9 97.7 101.1 93.2 85.8 77.2 72.1 81.1 79.6 79.4 76.2 77.3 73.9

スチール缶等 0.2 0.4 0.3 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1

金属合計 79 98 101 94 86 78 72 81 80 80 76 77 74

びん類 84 68 69 54 47 34 30 23 20 20 16 15 13

合　計 6,578 7,063 8,126 7,675 7,436 7,012 6,618 6,397 6,416 6,648 6,843 7,172 7,383

※集団回収とは、町会、自治会、マンション管理組合などが、回収品目・場所・日時を決め、回収業者に引き渡す、
自主的なリサイクル活動です。
※端数処理のため、項目ごとの集計値が表中の合計値と合わない場合がある。
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（区の並び順は、左から資源化率の高い順） 
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資源化率＝資源回収量÷（区収集ごみ量＋資源回収量） 
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資源量 

資源化率 

23区各区の一人1日当たりごみ量、資源回収量、資源化率（18年度実績から） 
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（5）事業者が行う再利用の現況

事業用大規模建築物のごみ発生量、再利用量、処分量（18年度実績）

ご　み　の　種　類 発生量（t） 再利用量（t） 処分量（t） 再利用率（％）

可
　
　
　
　
　
燃
　
　
　
　
　
物

紙
　
　
　
　
　
類

①コピー・ＯＡ用紙 6,303 5,573 730 88.42

（内　機密文書） 2,364 2,030 333 85.90

②雑誌・パンフレット色付き紙 12,750 12,630 120 99.06

③新聞紙・折込チラシ 2,999 2,974 25 99.16

④段ボール 15,326 15,304 22 99.86

⑤その他の紙類 29,798 12,084 17,714 40.55

⑥紙類計（①～⑤） 67,176 48,566 18,610 72.30

⑦厨芥（茶殻、残飯等の生ごみ） 26,729 5,069 21,661 18.96

⑧木・草・繊維等 4,672 755 3,917 16.16

⑨小計（⑥＋⑦＋⑧） 98,577 54,390 44,187 55.17

不
燃
・
焼
却
不
適
物

再
生
利
用
物

⑩飲料用びん類 3,769 3,705 65 98.29

⑪飲料用缶類 4,706 4,653 53 98.88

⑫ペットボトル 3,386 3,251 136 95.99

⑬食用油 764 723 41 94.59

⑭その他 19,920 5,194 14,726 26.07

⑮小計（⑩～⑭の計） 32,546 17,525 15,021 53.85

⑯特定の事業活動に伴う可燃物 28,140 26,822 1,318 95.32

総合計（⑨＋⑮＋⑯） 159,263 98,737 60,526 62.00

※区内の、述べ床面積合計が3,000m2以上の事業用建築物654件中、再利用計画書を提出した582件
の集計。

※端数処理のため、項目ごとの集計値が表中の合計値と合わない場合がある。
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（6）リサイクル清掃事業にかかる経費

サイクル清掃事業にかかる歳出　決算額 （単位：千円）

区分／年度 平成12 13 14 15 16 17 18

資源清掃総務費 4,827,097 4,794,820 4,635,400 4,411,553 4,239,939 4,103,732 4,359,887

清掃事業費 2,504,967 2,483,989 2,413,821 2,301,760 2,188,846 2,063,291 1,884,502

リサイクル推進費 742,546 678,954 640,591 602,348 591,248 611,916 678,244

合　計 8,074,610 7,957,763 7,689,812 7,315,661 7,020,033 6,778,939 6,922,633

資源清掃総務費 ：人件費、清掃工場を運営する清掃一部事務組合への分担金など
清掃事業費 ：ごみ収集作業にかかる経費
リサイクル推進費 ：資源回収にかかる経費

リサイクル清掃事業にかかる歳入　決算額 （単位：千円）

※12～16年度は清掃事業臨時特例交付金を除く

区分／年度 平成12 13 14 15 16 17 18

廃棄物処理手数料 929,105 836,930 776,801 728,766 665,359 621,091 589,453

回収資源売払収入 25,170 23,628 25,405 41,078 43,863 47,572 62,421

その他の収入 4,543 3,434 5,634 8,510 3,242 5,097 5,796

合　計 958,818 863,992 807,840 778,354 712,464 673,760 657,670
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（1）ごみ・資源の処理の流れ図

3 ごみ・資源の処理の流れ 

鉄
の
回
収 

鉄
・
ア
ル
ミ
の
回
収 

溶
融
ス
ラ
グ
の
生
成 

ごみ処理 
の流れ 

資源の 
流れ 

可燃ごみ 

大田第二清掃工場 

不燃ごみ 

粗大ごみ 

回収・運搬・保管（新宿区） 

古　　紙 

地域の集団回収 資源回収業者 各資源化事業者 

容器包装プラスチック 

びん・缶・ペットボトル 
拠点回収 

ペットボトル店頭回収 

牛乳パック・白色トレイ・ 
乾電池拠点回収 

一般廃棄物処理事業
者等が収集する事業
系ごみ 

新宿中継所 
（他区からも
受入） 

清掃工場 
（品川、豊島、中
央、新江東など） 

粗大ごみ中継
所 
（豊島区） 

不燃ごみ処
理センター 

粗大ごみ
破砕処理
施設 

資源回収
業者 各

資
源
化
事
業
者 

指定保管
施設 

破砕ごみ
処理施設 

灰溶融 
施設 

中
央
防
波
堤
外
側
埋
立
処
分
場
及
び
新
海
面
処
分
場 

発生した熱を発電・温水 
供給に利用 

収集・運搬（新宿区） 中間処理（清掃一部事業組合） 最終処分 
（東京都） 
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（2）収集・運搬

①　平成20年度からの区の収集形態

収集形態

区　　　　分 対象ごみ等 収集回数 収集場所 事業者

可　燃　ご　み
厨芥、紙ごみ、容器包装以外の
プラスチック、ゴム、皮革製品

週2回
（一部繁華街週6日）

集積所 ○※

不　燃　ご　み 金属、ガラス、陶器等 週1回 集積所 ○

資
　
　
　
源
　
　
　
回
　
　
　
収

古紙 新聞、雑誌、段ボール、紙パック 週1回 集積所 ○

容器包装プラスチック 容器包装プラスチック 週1回 集積所 ○

びん・缶・ペットボトル
びん、アルミ缶、スチール缶、
ペットボトル

週1回 資源回収拠点 ○

ペットボトル ペットボトル 随時
スーパー、コン
ビニ等の店頭

乾電池 乾電池 随時
出張所等の回
収拠点

牛乳パック 牛乳パック 随時

白色トレイ 白色トレイ 随時

粗　大　ご　み 家具、電化製品等の大型ごみ 申込制 家の前

※○の項目については、有料シールを貼付することで、事業者の排出を認める。
集積所…区内約17,000箇所、資源回収拠点…区内約2,800箇所

②　新宿区内のリサイクル清掃施設

収集運搬作業

不燃ごみの中継

3R施策推進の活動拠点

回収品一時保管
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③　区の収集運搬体制

④　不燃ごみ中継

⑤　粗大ごみ中継

　　　　　　　　　　 箇所 

清掃工場（可燃） 20 

清掃工場（不燃） 1 

清掃工場（建替中） 1 

不燃ごみ処理センター 2 

粗大ごみ破砕処理施設 1 

灰溶融施設 7 

灰溶融施設（建設中） 1 

清掃作業所（し尿） 1 

飯田橋庁舎 

中継所（不燃） 

埋立処分場 

凡　　　例 

清掃工場等施設配置図 平成19年12月現在
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（3）ごみの中間処理

（4）ごみの最終処分

（5）資源の処理

5
7

6

東京港内の埋立処分場 

新海面処分場 
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（1）清掃事務所による環境学習

（2）その他の普及啓発

（3）新宿リサイクル活動センター

①　情報コーナーの運営

②　リユース事業

③　講座・講習会、イベント事業

4 3R施策の推進 
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（1）資源の有効活用と埋立処分場の延命

○廃プラスチックの埋立てと最終処分場のひっ迫

○廃プラスチック等の焼却処理の方針決定

○新宿区における資源・ごみの分別方法の変更

5 現状から見た課題 
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（2）事業系ごみの減量と資源化の推進

○区内のごみ排出量の7割が事業系ごみ

○事業系ごみのあり方

（3）家庭ごみの分別と資源化の推進

○区収集ごみ量の18％以上が資源ごみ

○家庭ごみの分別徹底について
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環境への負荷を抑え　効率的に事業を実施する

ごみの発生自体を抑え　資源循環型社会を目指す

1 基本的な考え方 
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2 取り組む施策項目 

（1）ごみ発生抑制によるスリムな社会

（2）資源回収の拡充による循環する社会

（3）適正なごみ処理を行う社会

（4）区民・事業者・行政がそれぞれの責任と役割を果たす社会
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①　ごみの発生抑制の推進

・消費行動に係わるごみ発生抑制策の推進

②　ごみの発生抑制のための区民・事業者・行政の連携

・地域の団体等との連携

・3R推進協議会の設立・運営

③　不用品再使用の促進

・リサイクルショップ、フリーマーケット等の情報提供

④　新宿リサイクル活動センターの建替え・拡充

・新宿リサイクル活動センターの建替え

（1）ごみ発生抑制によるスリムな社会
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・リサイクル活動センター分館の開設

⑤　ごみ発生抑制手法の検討

・家庭ごみ有料化などの今後の課題の検討
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①　集団回収の充実

②　現行の資源回収の徹底

③　容器包装プラスチックの資源回収の開始

（2）資源回収の拡充による循環する社会
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④　新たな資源回収の検討
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①　新分別の円滑な実施

②　不法投棄等への対応

③　作業の効率化と適切な費用負担

・収集運搬作業の効率化

・不燃ごみ中継所の運営

・適切な費用負担

（3）適正なごみ処理を行う社会



31

④　事業者への指導

・事業用大規模建築物への指導

・事業系ごみの区による収集の見直し

・一般廃棄物処理業者等に対する指導

⑤　清掃一部事務組合との協力

廃溶融スラグ：焼却灰を溶融して生成するガラス状の固体。砂の代替物として路盤材等に利用できる。
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①　区民の果たす役割

・生活スタイルの見直し

・資源・ごみの適正な排出

②　事業者の果たす役割

・ごみ発生抑制を考えた商品の生産・販売

・事業者の自己処理責任に基づくごみの減量・資源化の推進

③　区の果たす役割

・拡大生産者責任の考え方に基づく国や事業者への働きかけ

拡大生産者責任：従来自治体などの行政が負担していたごみリサイクル処理費用を、主たる事業者である
生産者に負担してもらうという考え方。これにより製品の設計段階での環境配慮の促進
が期待される。また、市場経済を通じた生産者からの消費者への価格転嫁という形で、
最終的には消費者が負担するという仕組みである。

（4）区民・事業者・行政がそれぞれの責任と役割を果たす社会
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・多様な普及啓発
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（1）積極的なごみ減量目標の設定

○区民一人当たりの区収集ごみ量について、

○資源化率〔資源回収量／（区収集ごみ量＋資源回収量）〕について、

3 ごみ減量目標の設定とごみ量推計 

※比較基準年度は、新宿区リサイクル清掃審議会答申を踏まえ平成17年度とします。

みんなで取り組むチャレンジ目標

「ごみ半減、リサイクル倍増」

（平成29年度までに区収集ごみ量対17年度50％減、資源化率35％へ）
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（2）既定施策が継続して推進された場合のごみ量推計

※ここでの推計は、これまでのごみ量等の傾向や施策がそのまま継続した場合の数値です。容器包装プラス
チックの資源回収については考慮していますが、人口動向や景気動向を加味したものではありません。な
お、減少率は平成17年度までの過去5年間の対前年度変化率のうち、最大・最小値を除いたものの平均値
としています。18年度は実績数値です。

一人1日当たりごみ量の推移から年間減少率を2.6％とし、今後も同様に減少するとしたうえで、20年度の容器包
装プラスチック資源回収開始を考慮した数値とします。

一人1日当たりごみ量推計（％は17年度比） 

ご
み
推
計
量
（
g
／
人
） 

平成17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29年度 
0
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88.8％ 

86.4％ 
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75.3％ 

73.3％ 69.3％ 
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①　一人1日当たりごみ量推計（区収集ごみ量を区人口で割り返した数値）
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区収集ごみ推計量については、区収集ごみ量の推移から年間減少率を1.4%とし、今後も同様に減少するとしたう
えで推計します。また、20年度からの容器包装プラスチック資源回収開始を考慮した数値とします。
資源回収推計量については、16～18年度の実績から、基本的な資源量は変化しないとしたうえで推計します。ま

た、20年度からの容器包装プラスチック資源回収開始を考慮した数値とします。
資源化率については、それぞれの推計量に基づき下記の算式で推計します。

資源化率＝資源回収量÷（区収集ごみ量＋資源回収量）

（3）更なる取り組みによるチャレンジ目標の達成

②　区収集ごみ量・資源回収量の推計と資源化率の推計
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17年度 29年度 

865

17.4

17年度 29年度 

600

433

現在及び既定の施策の推進による減 

更なる取り組みによる減 

チャレンジ目標 

「ごみ量半減」 

35.0

23.4

更なる取り組みによる増 

現在及び既定の施策の推進による増 

チャレンジ目標 

「資源化率倍増」 

一人1日当たりごみ量の推移　　[ 区収集ごみ量÷新宿区人口÷365日 ]

資源化率の推移　　[ 資源回収量÷（区収集ごみ量＋資源回収量）]

更なる取り組みの例 
・ごみ発生抑制意識の徹底によるごみ減量 
・資源回収の推進によるごみ減量　 
・事業系ごみの発生抑制・資源化の推進によるごみ減量 

更なる取り組みの例 
・ごみ発生抑制意識の徹底によるごみ減量 
・資源回収の推進による資源量増とごみ減量 
・事業系ごみの発生抑制・資源化の推進によるごみ減量 
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（4）チャレンジ目標達成に向けてのイメージ図

＊現在及び既定の施策の推進による増減値は、所定の条件による推計値です。
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／
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17年度 23年度 

865

17.4

17年度 23年度 

708

650

現在及び既定の施策の推進による減 

更なる取り組みによる減 

平成23年度に 
一人一日当たりごみ量を 
650ｇにする。 
（対17年度で25％減） 

平成23年度に 
資源化率を25％にする。 
（対17年度で7.6ポイント増） 

25.0

21.9 更なる取り組みによる増 
現在及び既定の施策の推進による増 

一人1日当たりごみ量の推移　　[ 区収集ごみ量÷新宿区人口÷365日 ]

資源化率の推移　　[ 資源回収量÷（区収集ごみ量＋資源回収量）]

更なる取り組みの例 
・ごみ発生抑制意識の徹底によるごみ減量 
・資源回収の推進によるごみ減量　 
・事業系ごみの発生抑制・資源化の推進によるごみ減量 

更なる取り組みの例 
・ごみ発生抑制意識の徹底によるごみ減量 
・資源回収の推進による資源量増とごみ減量 
・事業系ごみの発生抑制・資源化の推進によるごみ減量 
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（5）当面のごみ減量、資源化率向上目標のイメージ図
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体系図 一般廃棄物処理基本計画 

基本的な考え方 

スリム社会 

取り組む事項 取り組む事項 

発生抑制（リデュース

Reduce）や再使用（リ

ユースReuse）を進め、

ごみ排出量そのものを

減らすスリムな社会を

目指す。 

ごみ発生抑制によ
るスリムな社会 

資源の再生利用（リサ

イクルRecycle）を拡

充して、資源をむだに

しない循環社会を目指

す。 

資源回収の拡充に
よる循環する社会 

発生抑制や再使用、再

生利用の末ごみとなっ

て排出されたものにつ

いては、適正に処理を

行う社会を目指す。 

適正なごみ処理を
行う社会 

スリムで循環し、適正な

ごみ処理を行う社会の

実現のため区民・事業

者・行政が各自の責任

（リスポンシビリティ

Responsibility）を果たす。 

区民・事業者・行政
がそれぞれの責任と
役割を果たす社会 

①ごみ発生抑制の推
進 
 
②ごみ発生抑制のた
めの区民・事業
者・行政の連携 
 
③不用品再使用の促
進 
 
④リサイクル活動セ
ンターの建替え・
拡充 
 
⑤ごみ発生抑制手法
の検討 

『適正処理社会』 

取り組む事項 

①新分別の円滑な実
施 

 
②不法投棄等への対
応 

 
③作業の効率化と適
切な費用負担 

 
④事業者への指導 
 
⑤清掃一部事務組合
との協力 

『責任実行社会』 

取り組む事項 

①区民の役割 
　生活スタイルの見
直し、資源・ごみ
の適正排出 

 
②事業者の役割 
　ごみ発生抑制を考
えた商品の生産・
販売、ごみ減量・
資源化の推進 

 
③区の役割 
　国や事業者への働
きかけ、多様な普
及啓発 

『資源循環社会』 

①集団回収の充実 
 
②現行の資源回収の
徹底 
 
③容器包装プラスチ
ックの資源回収の
開始 
 
④新たな資源回収の
検討 

「ごみの発生自体を抑え　資源循環型社会を目指す」 
「環境への負荷を抑え　効率的に事業を実施する」 

みんなで取り組むチャレンジ目標 
平成29年度までに区収集ごみ量対17年度50％減、資源化率35％へ 

「ごみ半減、リサイクル倍増」 
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1 基本方針 

2 計画年度 

3 生活排水の排出状況 

4 計画の目指すところ 

年　度 平成14 15 16 17 18

くみ取り戸数 8戸 8戸 8戸 6戸 5戸
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5 処理の主体 

※家庭系し尿を収集、運搬する際、杉並区にある中継所を使用します。
※事業系し尿等については、民間処理施設への持ち込みを原則としますが、受け入れ体制が整うまでの
間、一部を清掃一部事務組合でも受け入れます。

区　　分 収集、運搬 処　　分

家
　
庭
　
系

し尿 清掃一部事務組合

浄化槽汚泥
（汚水を含む）

一般廃棄物収集運搬業者 清掃一部事務組合

事
　
業
　
系

し尿 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物処分業者

し尿混じりのビルピット汚泥 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物処分業者

区収集 

（くみ取りし尿） 

処理業者収集 

（浄化槽汚泥） 

（ビルピット汚泥、仮設便所のし尿） 

中継所（自動車中継） 

（杉並区） 

品川清掃作業所 

（下水道投入施設） 

民間処理施設 

残さ物（焼却・埋立） 

下水道放流 
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新
宿
区
環
境
都
市
宣
言 

 

　
私
た
ち
に
は
、
健
康
と
、
安
全
そ
し
て
快
適
な
環
境
で
生
活
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。 

　
私
た
ち
に
は
、
環
境
に
や
さ
し
い
暮
ら
し
方
や
、
と
も
に
生
き
る
た
め
の
新
し
い
役
割
を
考

え
な
が
ら
、
か
け
が
え
の
な
い
地
球
環
境
を
子
孫
に
引
き
継
い
で
い
く
責
務
が
あ
り
ま
す
。 

　
私
た
ち
は
、
東
京
の
新
都
心
に
あ
っ
て
、
歴
史
的
、
文
化
的
資
源
や
貴
重
な
自
然
が
残
さ
れ

て
い
る
新
宿
区
で
、
う
る
お
い
と
や
す
ら
ぎ
の
あ
る
環
境
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
ま

し
た
。 

　
私
た
ち
は
、
「
環
境
を
考
え
行
動
す
る
人
々
が
、
と
も
に
生
き
、
集
う
ま
ち
、
新
宿
区
」
の

実
現
を
心
か
ら
希
求
し
、
こ
こ
に
、
新
宿
区
が
環
境
都
市
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
ま
す
。 

 

一
　
私
た
ち
は
、
毎
日
の
暮
ら
し
が
地
球
環
境
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
い
つ

で
も
環
境
を
良
く
す
る
こ
と
を
考
え
て
行
動
し
ま
す
。 

一
　
私
た
ち
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
節
約
や
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
つ
と
め
、
限
り
あ
る
資
源
を

大
切
に
し
ま
す
。 

一
　
私
た
ち
は
、
自
然
環
境
と
の
き
ず
な
を
深
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
が
と
も
に
生
き
る
環
境

づ
く
り
を
め
ざ
し
ま
す
。 

一
　
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
人
び
と
と
地
球
の
め
ぐ
み
を
分
か
ち
あ
い
、
地
域
を
超
え
た
つ
な

が
り
を
大
切
に
し
ま
す
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
六
年
　
六
月
五
日
　
新
　
宿
　
区 

再生紙を使用しています。




